
　　　◎印：必ず提出　　○印：該当する人のみ提出 ※下記以外に健保組合が認定審査に必要と判断した書類の提出を求めることがあります

新生児 18歳未満 18歳以上

①被扶養者異動届 健保HP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

②扶養理由書 健保HP ◎ ◎ ◎ ◎

③念書 健保HP ◎ ◎ ◎ ◎

④世帯全員分の住民票（続柄入）（写）
　※マイナンバーの記載がないもの

市役所 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 養子等で続柄記載がない場合は戸籍謄本を提出 

⑤学生証又は在学証明書（写） 就学先 ○ ○ ○

⑥直近の課税証明証又は非課税証明書（写） 市役所 ○ ○ ○ ○

無職（今まで働いていた人） 雇用保険未加入 ⑦退職証明書（写）※雇用保険が未加入である事が記載 前勤務先 ○ ○ ○ ○ 直近の給与明細でも可、公務員は辞令でも可

失業保険受給予定者
⑧離職票1･2（写）又は健康保険資格喪失証明書（写）
⑨雇用保険受給資格者証（写）
⑩誓約書

前勤務先
ハローワーク
健保HP

○ ○ ○ ○
・申請時、⑨が未取得の場合は入手次第提出
・受給日額3,611円（60歳以上は5,000円）以内は
受給中も認定可

失業保険の受給が終了した人 ⑪雇用保険受給資格者証の両面の（写） ハローワーク ○ ○ ○ ○ 支給終了印があるもの

失業保険の受給権利を放棄する人
⑫離職票1・2（写）又は健康保険資格喪失証明書（写）
⑬誓約書

前勤務先
健保HP

○ ○ ○ ○

失業保険の受給を延長する人
⑭離職票1･2（写）又は健康保険資格喪失証明書（写）
⑮受給期間延長通知書（写）
⑯誓約書

ハローワーク
ハローワーク
健保HP

○ ○ ○ ○ 申請時、⑮が未取得の場合は入手次第提出

雇用保険加入期間不足 ⑰離職票1・2（写）又は健康保険資格喪失証明書（写） 前勤務先 ○ ○ ○ ○

⑲給与明細直近３ヶ月分（写）又は
⑳勤務形態や時給が明記された雇用契約書（写）

勤務先 ○ ○ ○ ○ ⑲か⑳のどちらかで可

㉑最新の年金振込通知書（写）
㉒直近の所得証明書又は非課税証明書（写）

年金事務所
市役所

○ ○ ○ ○

㉓傷病手当金支給決定通知書（写） 対象者の健保 ○ ○ ○ ○ 給付日額が3,611円（60歳以上は5,000円）以内は認定可

㉔確定申告書（写）
㉕収支内訳書（損益計算書）（写）

税務署 ○ ○ ○ ○

㉖在留カード（写） 市役所 ○ ○ ○

㉗送金額を証明する書類（写） 金融機関 ○ ○ ○ 振込通知書、送金証明書、現金書留の３ヶ月分

傷病手当金受給中

別居の人（配偶者と学生の子供は除く）

自営業者
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外国人

年金受給者（老齢年金、障害年金、遺族年金等）

パート・アルバイトで働いている人


